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新型コロナウイルスの感染拡⼤が収まらず、近々に緊急事態宣⾔が発出される⾒通しにな
りました。ただ、現段階では、教育機関への休校要請は⾏われない⽅針が伝えられており、
また共通テストについても予定通りの実施が決定されました。

それらのことを考慮して、本学では、適切な感染防⽌対策を取った上で、今学期の授業は
学期の終わりまで、予定通り⾏うことといたします。
また、学期末試験については改めて慎重に検討し、できるだけ早く⽅針を決定いたします。
なお、緊急事態宣⾔の詳細や，⽂部科学省からの指⽰の変更に対しては、あらためて臨機
応変な対応をいたしてまいります。

引き続き、本学では、学⽣と教職員の皆様の健康と安全のための対策を徹底し，教育研究
を進めてまいります。
学⽣、教職員の皆様、⼀⼈ひとりが⾃覚を持って⾏動し、感染を防ぐ努⼒を怠らないよう
お願いいたします。

＊これに関し、1⽉5⽇に⽂部科学省より発出された⽂章「⼤学等における新型コロ
ナウイルス感染症対策の徹底と学⽣の学修機会の確保について（周知）」において、
今般の感染拡⼤を踏まえ、感染対策をより慎重に講じた上で、対⾯授業の実施が適
切と判断されるものについては、引き続き実施を検討しつつ，対⾯授業と遠隔授業
を効果的に活⽤した質の⾼い学修機会を確保するよう要請がありました。


